
○千葉市文化センター管理規則 

平成元年６月１日 

規則第５５号 

改正 平成３年９月２７日規則第５５号 

平成４年３月３１日規則第９４号 

平成６年３月２９日規則第４号 

平成１０年３月２３日規則第１２号 

平成１５年３月３１日規則第４４号 

平成１７年１０月１１日規則第５５号 

平成１８年１０月３日規則第７１号 

平成１９年３月１９日規則第１９号 

平成２１年３月３１日規則第２１号 

平成２２年３月３１日規則第４３号 

平成２６年１月２９日規則第４号 

平成２６年３月１４日規則第２０号 

平成２７年３月２７日規則第１１号 

平成２７年６月３０日規則第３９号 

平成２８年３月３１日規則第３６号 

平成３１年３月２６日規則第１８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千葉市文化センター設置管理条例（平成元年千葉市条例

第６号。以下「条例」という。）第１８条の規定に基づき、千葉市文化セン

ター（以下「文化センター」という。）の管理に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（平成１７規則５５・一部改正） 

（使用期間） 



第２条 文化センターの施設を引き続いて使用することができる期間は、５日

間（アートホールの市民サロンにあっては、７日間）とする。ただし、指定

管理者（条例第３条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）が特に必要

があると認めるときは、この限りでない。 

（平成１７規則５５・旧第３条繰上・一部改正、平成１９規則１９・

一部改正） 

（使用の許可申請） 

第３条 条例第７条第１項の規定により文化センターの施設の使用の許可を

受けようとする者（以下「申請者」という。）は、千葉市文化センター施設

使用許可申請書（様式第１号）を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、使用しようとする日（２日以上連続使用すると

きは、その初日をいう。）の属する月の１２月前の月の初日（この日が休館

日に当たるときは、その翌日とする。ただし、１月においては１月４日とし、

その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。）から受け付けるものと

する。ただし、指定管理者が相当の理由があると認め、かつ、文化センター

の使用に支障がないと認められるときは、この限りでない。 

（平成１５規則４４・一部改正、平成１７規則５５・旧第４条繰上・

一部改正、平成１９規則１９・一部改正） 

（使用の許可） 

第４条 指定管理者は、前条第１項に規定する申請書を受理した場合は、これ

を審査し、許可したときは千葉市文化センター施設使用許可書（様式第２号。

以下「使用許可書」という。）を、許可しないときは千葉市文化センター施

設使用不許可通知書（様式第３号）を、申請者に交付するものとする。 

（平成１７規則５５・旧第５条繰上・一部改正、平成１９規則１９・

一部改正） 

（使用の取消し） 



第５条 文化センターの施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

がその使用を取り消すときは、あらかじめ、千葉市文化センター施設使用取

消届（様式第４号）に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければな

らない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限り

でない。 

（平成１７規則５５・旧第６条繰上・一部改正、平成１９規則１９・

一部改正） 

（使用の許可に係る事項の変更） 

第６条 使用者は、条例第７条第１項後段の規定により許可に係る事項を変更

しようとするときは、千葉市文化センター施設使用許可事項変更許可申請書

（様式第５号）に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならな

い。 

２ 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、

許可したときは千葉市文化センター施設使用許可事項変更許可書（様式第６

号）を、許可しないときは千葉市文化センター施設使用許可事項変更不許可

通知書（様式第７号）を、使用者に交付するものとする。 

（平成１７規則５５・追加、平成１９規則１９・一部改正） 

（使用の許可の取消し） 

第７条 指定管理者は、条例第９条の規定により使用の許可を取り消したとき

は、千葉市文化センター施設使用許可取消通知書（様式第８号）を当該取消

しに係る使用の許可を受けた者に交付するものとする。 

（平成１７規則５５・追加、平成１９規則１９・一部改正） 

（附属設備及び器具の利用料金） 

第８条 条例別表第２の附属設備及び器具の利用料金は、別表のとおりとする。 

（平成１５規則４４・一部改正、平成１７規則５５・旧第７条繰下、

平成１９規則１９・一部改正） 



（使用時間以外に使用する場合の利用料金） 

第９条 使用時間以外の時間に使用する場合（アートホールの市民サロンを使

用する場合を除く。）の利用料金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定め

る額とする。 

（１）午前５時から午前９時までの間に使用する場合 使用する時間１時間

までごとに、午前（午前９時から正午までの時間をいう。以下同じ。）に

係る利用料金の額の３分の１に相当する額に１００分の２００を乗じて

得た額 

（２）午後１０時から翌日の午前５時までの間に使用する場合 使用する時

間１時間までごとに、夜間（午後６時から午後１０時までの時間をいう。

以下同じ。）に係る利用料金の額の４分の１に相当する額に１００分の２

００を乗じて得た額 

（平成１７規則５５・追加） 

（利用料金の割増料） 

第１０条 条例別表第１備考第３項第２号の入場料の類（以下「入場料等」と

いう。）とは、入場料その他名目のいかんを問わず直接又は間接に金銭の支

出が必要となるものをいう。 

２ 条例別表第１備考第３項第２号の使用者が入場料の類を徴収する場合に

おける規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

（１）入場料等の最高額（消費税相当額を含む。以下この項において同じ。）

が５００円以下の場合 条例別表第１備考第３項に規定する利用料金額

（以下この項において「利用料金額」という。）に１００分の２０を乗じ

て得た額 

（２）入場料等の最高額が５００円を超え１，０００円以下の場合 利用料



金額に１００分の４０を乗じて得た額 

（３）入場料等の最高額が１，０００円を超える場合 利用料金額に１００

分の６０を乗じて得た額 

３ 条例別表第１備考第３項第３号の物品の販売その他の営利を目的とした

行為で規則で定めるものは、物品の販売（催物に附帯するプログラム等の販

売を除く。）並びに商品の展示、広告及び宣伝をいう。 

４ 使用時間内において使用の許可を受けた時間（以下この項において「使用

許可時間」という。）を超過し、又は繰り上げて使用する場合（アートホー

ルの市民サロンを使用する場合を除く。）の利用料金は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が市

長の承認を得て定める額とする。 

（１）午前の使用者が使用許可時間を超過して使用する場合 次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア超過して使用する時間が午後５時までの場合 超過して使用する時間

１時間までごとに、午後（午後１時から午後５時までの時間をいう。以

下同じ。）に係る利用料金の額の４分の１に相当する額に１００分の１

２０を乗じた額 

イア以外の場合 次に掲げる額の合計額 

（ア）午後に係る利用料金の額の４分の５に相当する額に１００分の１

２０を乗じて得た額 

（イ）午後５時を超えて超過して使用する時間１時間までごとに、夜間

に係る利用料金の額の４分の１に相当する額に１００分の１２０を

乗じて得た額 

（２）午後の使用者が使用許可時間を繰り上げて使用する場合 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア午前から繰り上げて使用する場合 次に掲げる額の合計額 



（ア）午前の繰り上げて使用する時間１時間までごとに、午前に係る利

用料金の額の３分の１に相当する額に１００分の１２０を乗じて得

た額 

（イ）午後に係る利用料金の額の４分の１に相当する額に１００分の１

２０を乗じて得た額 

イア以外の場合 ア（イ）に掲げる額 

（３）午後の使用者が使用許可時間を超過して使用する場合 第１号イ（イ）

に掲げる額 

（４）夜間の使用者が使用許可時間を繰り上げて使用する場合 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア午前から繰り上げて使用する場合 次に掲げる額の合計額 

（ア）第１号イ（ア）に掲げる額 

（イ）第２号ア（ア）に掲げる額 

（ウ）夜間に係る利用料金の額の４分の１に相当する額に１００分の１

２０を乗じて得た額 

イ午後５時前から繰り上げて使用する場合（アに掲げる場合を除く。） 次

に掲げる額の合計額 

（ア）午後５時前の繰り上げて使用する時間１時間までごとに、午後に

係る利用料金の額の４分の１に相当する額に１００分の１２０を乗

じて得た額 

（イ）ア（ウ）に掲げる額 

ウア及びイ以外の場合 ア（ウ）に掲げる額 

（平成１５規則４４・全改、平成１７規則５５・旧第８条繰下・一部

改正） 

（利用料金の減免） 

第１１条 条例第１１条に規定する規則で定める場合は、本市が共催する行事



に使用する場合その他特に必要がある場合として市長が定める場合とする。 

（平成１７規則５５・追加、平成１９規則１９・一部改正） 

（利用料金の徴収） 

第１２条 指定管理者は、使用許可書を交付する際に利用料金を徴収するもの

とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合は、この限りでない。 

（平成１５規則４４・一部改正、平成１７規則５５・旧第９条繰下・

一部改正、平成１９規則１９・一部改正） 

（利用料金の返還） 

第１３条 条例第１２条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる

場合とする。 

（１）災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能とな

った場合 

（２）アートホール（会議室を除く。）については使用しようとする日の３

０日前までに、アートホールの会議室については使用期日７日前までに使

用の取消しを届け出た場合 

（平成１５規則４４・旧第１１条繰上・一部改正、平成１７規則５５・

旧第１０条繰下・一部改正、平成１９規則１９・一部改正） 

（施設の変更の申請） 

第１４条 条例第１３条の規定により文化センターの施設の原状の変更の承

認を受けようとする者（以下「承認申請者」という。）は、千葉市文化セン

ター施設原状変更承認申請書（様式第９号）を指定管理者に提出しなければ

ならない。 

２ 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、

承認したときは、千葉市文化センター施設原状変更承認書（様式第１０号）

を、承認しないときは千葉市文化センター施設原状変更不承認通知書（様式

第１１号）を、承認申請者に交付するものとする。 



（平成１５規則４４・旧第１２条繰上・一部改正、平成１７規則５５・

旧第１１条繰下・一部改正、平成１９規則１９・一部改正） 

（損傷等の届出） 

第１５条 文化センターの施設を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその

旨を指定管理者に届け出なければならない。 

（平成１５規則４４・旧第１４条繰上、平成１７規則５５・旧第１３

条繰下・一部改正） 

（遵守事項） 

第１６条 文化センターの施設の使用の許可を受けた者及び入館者は、次に掲

げる事項を守らなければならない。 

（１）許可された目的以外の目的で使用しないこと。 

（２）許可された施設以外の施設を使用しないこと。 

（３）許可なく壁、柱、柵等にはり紙をし、又は釘類等を打たないこと。 

（４）立入りを禁止した区域に立ち入らないこと。 

（５）所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙をしないこと。 

（６）許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。 

（７）他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。 

（平成１７規則５５・追加、平成１９規則１９・一部改正） 

（指定申請） 

第１７条 条例第１６条第１項の申請（第２号において「指定申請」という。）

は、千葉市文化センター指定管理者指定申請書（様式第１２号）に次に掲げ

る書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。 

（１）指定管理者に文化センターの管理を行わせる期間（第１９条第３号に

おいて「指定期間」という。）に属する各年度における文化センターの管

理に関する事業計画書及び収支予算書 

（２）指定申請の日の属する事業年度の前３事業年度における貸借対照表及



び損益計算書、収支計算書又はこれらに類する書類（以下この号において

「損益計算書等」という。）。ただし、成立の日の属する年度以後３事業

年度を経過していない法人その他の団体（以下「法人等」という。）にあ

っては、その成立後全ての貸借対照表及び損益計算書等並びに成立の日に

おける貸借対照表又は財産目録 

（３）定款、規約その他これらに類する書類及び成立に登記を要する法人等

にあっては、当該法人等の登記事項証明書 

（４）役員（代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含

む。）の名簿 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（平成１７規則５５・追加、平成１９規則１９・平成２７規則１１・

一部改正、平成２７規則３９・旧第１８条繰上・一部改正） 

（指定） 

第１８条 市長は、条例第１６条第１項の規定による指定をしたときは、千葉

市文化センター指定管理者指定書（様式第１３号）を指定した法人等に交付

するものとする。 

（平成１７規則５５・追加、平成１９規則１９・一部改正、平成２７

規則３９・旧第１９条繰上・一部改正） 

（告示） 

第１９条 条例第１６条第２項の規定により告示する事項は、次のとおりとす

る。 

（１）文化センターの名称 

（２）指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地 

（３）指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間 

（４）指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を

停止した場合にあっては、その理由 



（５）管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範

囲 

（平成１７規則５５・追加、平成２７規則３９・旧第２０条繰上・一

部改正） 

（協定の締結） 

第２０条 指定管理者は、市長と文化センターの管理に関する協定を締結しな

ければならない。 

２ 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。 

（１）文化センターの管理に関する事業計画に関する事項 

（２）文化センターの施設の使用の許可に関する事項 

（３）利用料金に関する事項 

（４）文化センターの管理に要する費用に関する事項 

（５）文化センターの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関す

る事項 

（６）文化センターの管理に関して保有する情報の公開に関する事項 

（７）事業報告書（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第７項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。）その他文化センターの

管理に関する業務の報告に関する事項 

（８）指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 

（９）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（平成１７規則５５・追加、平成２７規則３９・旧第２１条繰上） 

（事業報告書の提出） 

第２１条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、事業報告書に文化セン

ターの管理に関する収支決算書を添付して、市長に提出しなければならない。 

（平成１７規則５５・追加、平成２７規則３９・旧第２２条繰上） 

（委任） 



第２２条 この規則に定めるもののほか、文化センターの管理に関し必要な事

項は、市長が定める。 

（平成１５規則４４・追加、平成１７規則５５・旧第１５条繰下・一

部改正、平成２７規則３９・旧第２３条繰上） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７条から第１１条まで、第

１４条及び第１５条の規定は、平成元年８月３日から施行する。 

附 則（平成３年９月２７日規則第５５号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次に掲げる使用料については、なお従前の例による。 

（１）平成４年４月１日（以下「施行日」という。）前の使用の許可に係る

千葉市民会館及び千葉市文化センターの附属設備及び器具使用料 

附 則（平成４年３月３１日規則第９４号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月２９日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、

必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成１０年３月２３日規則第１２号） 

１ この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の千葉市文化センター管理規則及び千葉市民文化

ホール管理規則の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）



以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係

る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１５年３月３１日規則第４４号） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の千葉市文化センター管理規則の規定は、この規則

の施行の日以後になされた使用の許可に係る利用料金について適用し、同日

前になされた使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年１０月１１日規則第５５号） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第１５条を第２

３条とし、第１３条の次に７条を加える改正規定（第１７条から第２１条ま

での規定に係る部分に限る。）及び様式第１２号の次に３様式を加える改正

規定（様式第１４号から様式第１６号までの規定に係る部分に限る。）は、

公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の千葉市文化

センター管理規則第４条第１項若しくは第６条第３項の規定による許可の

申請又は第１１条第１項の規定による承認の申請は、それぞれこの規則によ

る改正後の千葉市文化センター管理規則第３条第１項若しくは第６条第１

項の規定による許可の申請又は第１４条第１項の規定による承認の申請と

みなす。 

附 則（平成１８年１０月３日規則第７１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成１９年３月１９日規則第１９号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第２１号） 



この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第４３号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成２６年１月２９日規則第４号） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の千葉市民会館管理規則別表、第２条の規定に

よる改正後の千葉市文化センター管理規則別表、第３条の規定による改正後

の千葉市文化ホール管理規則別表、第４条の規定による改正後の千葉市美術

館管理規則別表第２号及び第５条の規定による改正後の千葉市文化交流プ

ラザ管理規則別表の規定は、平成２６年４月１日以後の利用に係る利用料金

について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成２６年３月１４日規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第１１号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月３０日規則第３９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第３６号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成３１年３月２６日規則第１８号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 



２ 第１条の規定による改正後の千葉市民会館管理規則別表、第２条の規定に

よる改正後の千葉市文化センター管理規則別表及び第３条の規定による改

正後の千葉市文化ホール管理規則別表の規定は、平成３１年１０月１日以後

の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金につい

ては、なお従前の例による。 

別表 

（平成２６規則４・全改、平成２６規則２０・平成３１規則１８・一

部改正） 

区分 品目 形状内容 単位 利用料金 

午前、午後、夜間、

使用時間以外の

時間 各１回に

つき 

備考 

舞台設

備 

所作台  一式 ６，０２０円  

花道用所作

台 

 一式 １，１００円  

仮設舞台  一式 ４，９２０円 張出舞台 

仮設花道  一式 ２，３００円  

鳥屋囲い 揚幕付 一式 ６４０円  

見切り 邦楽邦舞用 一式 １，３００円  

松羽目 竹羽目共 一式 ２，７２０円  

びょうぶ 金・銀・鳥の子 一双 １，３００円  

ひ毛仙 １．８１メートル

×２．７２メート

ル 

１枚 １００円  

７．００メートル １枚 ６４０円  



×７．００メート

ル 

長座布団  １枚 １００円  

座布団  １枚 １００円  

反響板  一式 ５，５００円  

平台  １台 ２００円  

オーケスト

ラ用ポータ

ブルステー

ジ 

 １台 ２００円  

ポータブル

ステージ用

けこみ 

 一式 １，１００円  

合唱用ステ

ージ 

 １台 ２００円  

指揮台  １台 ３００円  

指揮者用譜

面台 

 １台 １５０円  

演奏者用譜

面台 

 １台 ５０円  

演壇  一式 １，１００円 司会者台を含

む。 

司会者台  １台 ５２０円  

プログラム

スタンド 

 １台 １００円  

コントラバ  １本 １００円  



ス用椅子 

ソロ演奏者

用椅子 

 １本 ３００円  

しゃ幕  １枚 １，１００円  

展示パネル  １枚 ２００円  

上敷  １枚 １５０円  

地がすり  １枚 １，１００円  

ジョーゼッ

ト 

 一式 ４，８２０円  

講釈台  １台 １，１００円  

浪曲台  １台 １，１００円  

高座台  １台 １，１００円  

雪かご  １台 ２００円  

バレエ用シ

ート 

 一式 ３，１６０円  

しょうぎ台  １台 ３００円  

舞台照

明設備 

花道フット

ライト 

 １列 ４２０円  

フットライ

ト 

 １列 ７６０円  

天反ライト  １列 １，４００円  

第１ボーダ

ーライト 

 １列 １，４００円  

第２ボーダ

ーライト 

 １列 １，４００円  

プロセニア  １列 ２，９６０円  



ムサスペン

ションライ

ト 

第１サスペ

ンションラ

イト 

 １列 ２，９６０円  

第２サスペ

ンションラ

イト 

 １列 ２，９６０円  

第３サスペ

ンションラ

イト 

 １列 ２，９６０円  

第４（バッ

ク）サスペン

ションライ

ト 

 １列 ２，９６０円  

アッパーホ

リゾントラ

イト 

 １列 ２，７２０円  

ロアーホリ

ゾントライ

ト 

 １列 １，６２０円  

シーリング

スポットラ

イト（上段） 

 １列 ２，７２０円  

シーリング  １列 ２，７２０円  



スポットラ

イト（下段） 

リモコンピ

ンスポット

ライト 

 １台 １，１００円  

フロントサ

イドライト 

２０灯まで 一式 ２，２００円  

固定トーメ

ンタルスポ

ットライト 

 一式 ２，８４０円  

昇降トーメ

ンタルスポ

ットライト 

 一式 ２，８４０円  

クセノンピ

ンスポット

ライト 

 １台 ２，７２０円  

ミラーボー

ル 

格納式 １台 １，６２０円  

つり型、置き型 １台 ４２０円  

移動用スポ

ットライト 

 １台 ２５０円  

移動用ピン

スポットラ

イト 

 １台 ６４０円  

エフェクト

マシンA 

オーロラマシン 

波エフェクトマシ

ン 

１台 ５２０円  



虹エフェクトマシ

ン 

エフェクト

マシンB 

プロジェクター 

スポットライト 

１台 １，６２０円  

ポジスポッ

トライト 

 １台 ６４０円 １サス～３サ

ス各４台 

ストロボマ

シン 

 １台 １，１００円  

星球  一式 ５２０円  

ブラックラ

イト 

 一式 ７６０円  

ストリップ

ライト 

 １台 ２５０円  

スタンド  １台 １００円  

スモークマ

シン 

 １台 ４，４００円 オイルを含む。 

ドライアイ

スマシン 

 １台 ２，６２０円 ドライアイス

を含まない。 

舞台音

響設備 

拡声装置  一式 ３，３００円 かげマイク１

本付 

録音・再生機

器（テープ・

CD・MD等） 

 １台 １，１００円  

はね返りス

ピーカー 

 １台 ５２０円  

ワイヤレス ハンド型、タイピ １本 ２，４００円  



マイク ン型 

３点つりマ

イク装置 

 一式 ８６０円 マイクを含ま

ない。 

１点つりマ

イク装置 

 一式 ３００円 マイクを含ま

ない。 

ステージス

ピーカーシ

ステム 

 一式 ３，３００円 アンプを含む。 

周辺機器 イコライザー 

エコーマシン 

リミッターコンプ

レッサー 

ノイズゲート 

エキサイター 

デジタルディレイ 

デジタルリバーブ 

１台 １，３００円  

パワーアン

プ 

 １台 １，３００円  

移動用音響

調整卓 

マイク・ライン入

力１７チャンネル

以上 

１台 ２，７２０円  

マイク・ライン入

力１７チャンネル

未満 

１台 ６４０円  

ステレオコ

ンデンサー

 １本 ２，２００円  



マイク 

マイクロフ

ォン 

コンデンサー型 １本 １，１００円  

ダイナミック型 １本 ６４０円  

ワイヤレス

マイク 

 １本 １，１００円 セミナー室 

第１スタジオ 

マイクスタ

ンド 

 １本 １００円  

音響装置  一式 １，７４０円 セミナー室 

一式 ５２０円 リハーサル室 

スタジオ 

映写設

備 

１６ミリ映

写機 

 １台 ３，０６０円 ホール（スクリ

ーンを含まな

い。） 

一式 ３，３００円 セミナー室（ス

クリーンを含

む。） 

スクリーン  一式 １，３００円 ホール 

スライド映

写機 

 １台 １，３００円 スクリーンを

含まない。 

ビデオ撮影

システム 

 一式 ４，０６０円  

ビデオプロ

ジェクター 

 １台 １，９６０円 スクリーンを

含まない。 

一式 ３，３００円 セミナー室（ス

クリーンを含

む。） 



オーバーヘ

ッドプロジ

ェクター 

 １台 １，３００円 スクリーンを

含まない。 

楽器 ピアノ スタインウェイD

型 

１台 ６，６００円 ホール 

ヤマハCF １台 ３，３００円 第１スタジオ 

ヤマハCLP―４８

０PEデジタルピア

ノ 

１台 ８６０円 第２リハーサ

ル室 

LM楽器  一式 １，９６０円 スタジオ 

その他 折りたたみ

椅子 

 １本 ５０円  

折りたたみ

テーブル 

 １本 ２００円  

持込器具 １キロワットにつ

き 

１回 １５０円  

シャワー  １室 ３００円  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第２号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第３号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第４号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第５号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第６号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第７号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第８号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第９号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第１０号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第１１号 

（平成２８規則３６・全改） 

様式第１２号 

（平成２２規則４３・全改） 

様式第１３号 

（平成１７規則５５・追加、平成１９規則１９・旧様式第１５号繰上） 



 


